
第 1 回 定 例 会

令和 2年仙台市議会議案

（令和 2年度一般会計・特別会計・下水道事業会計予算）





議　　　　　　案

第 14 号議案　　令和 2 年度仙台市一般会計予算

第 15 号議案　　令和 2 年度仙台市都市改造事業特別会計予算

第 16 号議案　　令和 2 年度仙台市国民健康保険事業特別会計予算

第 17 号議案　　令和 2 年度仙台市中央卸売市場事業特別会計予算

第 18 号議案　　令和 2 年度仙台市公共用地先行取得事業特別会計予算

第 19 号議案　　令和 2 年度仙台市駐車場事業特別会計予算

第 20 号議案　　令和 2 年度仙台市公債管理特別会計予算

第 21 号議案　　令和 2 年度仙台市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

第 22 号議案　　令和 2 年度仙台市新墓園事業特別会計予算

第 23 号議案　　令和 2 年度仙台市介護保険事業特別会計予算

第 24 号議案　　令和 2 年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計予算

第 25 号議案　　令和 2 年度仙台市下水道事業会計予算

令和 2 年 2 月 7 日提出

仙台市長　　郡　　和 子





第 14 号議案

令和 2年度仙台市一般会計予算

令和 2 年度仙台市の一般会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ541,088,000千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 2 条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間 

及び限度額は，「第 2 表　債務負担行為」による。

（市　　債）

第 3 条　地方自治法第230条第 1 項の規定により起こすことができる市債の起債の目的，限度 

額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第 3 表　市債」による。

（一時借入金）

第 4 条　地方自治法第235条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，50,000,000

千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 5 条　地方自治法第220条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用 

することができる場合は，次のとおりと定める。

⑴　各項に計上した給料，職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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第 2 表

債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

公 文 書 館 施 設 整 備 事 業 令 和 3 年 度
千円

466,000

公 文 書 館 目 録 シ ス テ ム 構 築 ・ 運 用 事 業 令和 3 年度から令和 8 年度まで 118,000

総 務 事 務 セ ン タ ー 事 業 令和 3 年度から令和 8 年度まで 367,000

仙 台 ふ る さ と 応 援 寄 附 推 進 事 業 令和 3 年度から令和 5 年度まで 124,000

公 共 事 業 移 転 等 融 資 損 失 補 償 令和 2 年度から令和22年度まで 6,000

本 庁 舎 建 替 事 業 令和 3 年度から令和 9 年度まで 742,000

情 報 化 相 談 事 業 令和 3 年度から令和 4 年度まで 20,400

情 報 シ ス テ ム 最 適 化 事 業 令和 3 年度から令和 8 年度まで 1,060,000

Ｒ Ｐ Ａ 利 活 用 推 進 事 業 令和 3 年度から令和 7 年度まで 412,000

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 事 業 令和 3 年度から令和 5 年度まで 35,400

電 子 市 役 所 基 本 シ ス テ ム 構 築 ・ 運 用 事 業 令 和 3 年 度 1,000

グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム 構 築 ・ 運 用 事 業 令和 3 年度から令和 4 年度まで 1,000

庁 内 Ｌ Ａ Ｎ 運 用 事 業 令和 3 年度から令和 8 年度まで 1,503,000

情 報 シ ス テ ム セ ン タ ー 業 務 運 営 令和 3 年度から令和 7 年度まで 633,000

税 務 シ ス テ ム 再 構 築 ・ 運 用 事 業 令 和 3 年 度 79,200

市 民 税 賦 課 事 業 令 和 3 年 度 5,100

固 定 資 産 評 価 シ ス テ ム 運 用 事 業 令和 3 年度から令和 5 年度まで 131,000

市税・国民健康保険料等催告センター事業 令和 3 年度から令和 5 年度まで 228,000

若 林 区 役 所 維 持 修 繕 令 和 3 年 度 43,000

太 白 区 役 所 維 持 修 繕 令和 3 年度から令和 6 年度まで 2,443,700

男 女 共 同 参 画 推 進 セ ン タ ー 運 営 管 理 令和 3 年度から令和 7 年度まで 2,421,000
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事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

仙 台 市 民 会 館 運 営 管 理 令和 3 年度から令和 7 年度まで 1,187,000

ス ポ ー ツ 施 設 運 営 管 理 令和 3 年度から令和 7 年度まで 6,058,000

ス ポ ー ツ 施 設 整 備 事 業 令 和 3 年 度 703,000

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 端 末 入 力 等 事 務 事 業 令和 3 年度から令和 5 年度まで 451,000

住 民 情 報 シ ス テ ム 再 構 築 ・ 運 用 事 業 令和 3 年度から令和 6 年度まで 34,100

ひとにやさしいまちづくり施設整備資金利子補給 令和 3 年度から令和12年度まで 2,200

ひとにやさしいまちづくり施設整備資金損失補償 令和 2 年度から令和12年度まで 6,000

心身障害者医療費助成システム再構築・運用事業 令和 3 年度から令和10年度まで 252,000

児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 運 営 管 理 令和 3 年度から令和 7 年度まで 1,719,000

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 建 設 助 成 事 業 令 和 3 年 度 524,000

敬 老 乗 車 証 事 務 機 器 賃 借 令和 3 年度から令和 7 年度まで 18,200

老 人 福 祉 セ ン タ ー 運 営 管 理 令和 3 年度から令和 7 年度まで 618,000

児 童 手 当 シ ス テ ム 再 構 築 ・ 運 用 事 業 令和 3 年度から令和10年度まで 370,000

子ども・子育て支援制度管理システム構築・運用事業 令和 3 年度から令和 4 年度まで 14,700

子ども・子育て支援制度管理システム再構築・運用事業 令和 3 年度から令和10年度まで 361,000

子 育 て ふ れ あ い プ ラ ザ 運 営 管 理 令和 3 年度から令和 7 年度まで 165,000

子ども等医療費助成システム再構築・運用事業 令和 3 年度から令和10年度まで 425,000

児 童 養 護 施 設 等 入 所
児 童 自 立 支 援 事 業 令和 3 年度から令和 5 年度まで 29,400

市 立 保 育 所 大 規 模 修 繕 令 和 3 年 度 243,000

児 童 厚 生 施 設 運 営 管 理 令和 3 年度から令和 7 年度まで 1,228,000

児 童 厚 生 施 設 大 規 模 修 繕 令 和 3 年 度 141,000

児 童 館 建 設 事 業 令 和 3 年 度 178,000

災 害 援 護 資 金 債 権 管 理 令 和 3 年 度 38,400
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事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

特 定 給 食 シ ス テ ム 運 用 事 業 令 和 3 年 度 2,700

保 健 セ ン タ ー 大 規 模 修 繕 令 和 3 年 度 33,100

診 療 所 医 療 事 務 事 業 令和 3 年度から令和 7 年度まで 58,700

生 活 ご み 分 別 事 典 製 作 令 和 3 年 度 36,800

家庭ごみ及びプラスチック製容器包装収集運搬 令和 3 年度から令和10年度まで 15,900,000

家 庭 ご み 等 指 定 袋 製 造 令 和 3 年 度 400,000

家 庭 ご み 等 指 定 袋 保 管 ・ 配 送 令和 3 年度から令和 5 年度まで 91,500

紙 類 定 期 回 収 事 業 令和 3 年度から令和10年度まで 2,600,000

缶 ・ び ん ・ ペ ッ ト ボ ト ル 等 収 集 運 搬 令和 3 年度から令和10年度まで 8,000,000

葛 岡 工 場 維 持 修 繕 令 和 3 年 度 190,000

松 森 工 場 維 持 修 繕 令 和 3 年 度 964,000

中 小 企 業 育 成 融 資 損 失 補 償 令和 2 年度から令和19年度まで 581,000

小 規 模 企 業 小 口 融 資 損 失 補 償 令和 2 年度から令和11年度まで 72,000

新 事 業 創 出 支 援 融 資 損 失 補 償 令和 2 年度から令和14年度まで 46,300

仙 台 市 国 家 戦 略 特 別 区 域 一 般 社 団
法 人 等 支 援 保 証 融 資 損 失 補 償 令和 2 年度から令和14年度まで 33,000

観 光 交 流 施 設 運 営 管 理 令和 3 年度から令和 7 年度まで 337,000

農 地 基 本 台 帳 シ ス テ ム 運 用 事 業 令和 3 年度から令和 6 年度まで 14,300

農 林 漁 業 振 興 資 金 利 子 補 給 令和 3 年度から令和17年度まで 11,800

建 設 資 材 単 価 調 査 事 業 令 和 3 年 度 19,500

仙 台 市 建 設 公 社 事 業 資 金 損 失 補 償 令和 2 年度から令和 7 年度まで 3,200

交通施設バリアフリー化設備整備助成事業 令 和 3 年 度 116,000

宅 地 防 災 工 事 資 金 利 子 補 給 令和 3 年度から令和12年度まで 159

津 波 被 災 地 域 支 援 事 業 令 和 3 年 度 10,200
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事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

市 営 住 宅 管 理 事 業 令和 3 年度から令和 7 年度まで 11,986,000

市 営 住 宅 建 設 事 業 令 和 3 年 度 529,000

鶴 ケ 谷 第 二 市 営 住 宅 団 地 再 整 備 推 進 事 業 令 和 3 年 度 155,000

道 路 新 設 改 良 事 業 令和 3 年度から令和 7 年度まで 2,644,000

橋 り ょ う 整 備 事 業 令 和 3 年 度 823,000

橋 り ょ う 維 持 事 業 令 和 3 年 度 1,347,000

都 市 計 画 街 路 事 業 令和 3 年度から令和 6 年度まで 6,196,000

都 市 公 園 施 設 運 営 管 理 令和 3 年度から令和 7 年度まで 105,000

公 園 整 備 事 業 令 和 3 年 度 1,303,000

自衛消防業務講習訓練システム構築・運用事業 令和 3 年度から令和 9 年度まで 130,000

消 防 ヘ リ コ プ タ ー 整 備 事 業 令 和 3 年 度 56,900

防 災 用 Ｉ Ｐ 無 線 整 備 事 業 令和 3 年度から令和 7 年度まで 148,000

津 波 避 難 広 報 ド ロ ー ン 整 備 事 業 令 和 3 年 度 72,700

教 育 職 員 人 事 管 理 シ ス テ ム 運 用 事 業 令和 3 年度から令和 7 年度まで 6,000

い じ め 防 止 対 策 事 業 令和 3 年度から令和 5 年度まで 41,700

校 務 支 援 シ ス テ ム
再 構 築 ・ 運 用 事 業 令和 3 年度から令和 8 年度まで 1,242,000

標準学力検査及び生活・学習状況調査事業 令 和 3 年 度 90,300

増 改 築 校 給 食 調 理 場 備 品 整 備 事 業 令 和 3 年 度 161,700

学 校 建 設 事 業 令和 3 年度から令和 4 年度まで 3,780,100

学 校 大 規 模 改 造 事 業 令 和 3 年 度 2,675,000

大 倉 ふ る さ と セ ン タ ー 運 営 管 理 令和 3 年度から令和 7 年度まで 141,000

図 書 館 運 営 管 理 令和 3 年度から令和 7 年度まで 319,500

市 民 セ ン タ ー 大 規 模 修 繕 令 和 3 年 度 555,000
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事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

市 民 セ ン タ ー 建 設 事 業 令 和 3 年 度 806,000

給 食 セ ン タ ー 運 営 管 理 令和 3 年度から令和 7 年度まで 1,261,000

地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務 令和 2 年度から令和12年度まで
元金 1 ,182 ,000 ,000 千円及
びこれに対する利子相当
額
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第 3 表

市　　　　　　　債

起 債 の 目 的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償 還 の 方 法

公文書館施設整備費

千円

238,600

普通貸借又は証 
券発行（他の地方
公共団体との共
同発行を含む。）
による。証券発
行の場合の発行
価格は，額面100
円につき98円以
上とする。

％
9.0以内

（ただし，利率見直
し方式で借り入れる
公的資金について，
利率の見直しを行っ
た後においては，当
該見直し後の利率）

起債年度から据置期 
間を含め30年以内に
元利均等その他の方
法により償還する。
ただし，融通条件又
は財政の都合により，
償還年限を短縮し，
又は借り換えること
ができる。

市 庁 舎 等 整 備 費 176,500 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

仙 台 空 港 整 備 費 53,900 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

防災対応型再生可能
エ ネ ル ギ ー 導 入 費 24,300 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

区 庁 舎 改 修 費 494,800 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

文化振興施設整備費 1,144,400 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

男女共同参画推進センター
施 設 整 備 費 41,000 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

地 域 施 設 建 設 費 894,300 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

スポーツ施設整備費 935,000 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

勤労者福祉施設整備費 80,700 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

社会福祉施設建設費 19,200 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

障害福祉施設建設費 208,500 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

高齢福祉施設建設費 760,400 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

児童福祉施設建設費 405,500 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

災害援護資金貸付事業費 3,500 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

保 健 所 施 設 整 備 費 3,400 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

斎 場 整 備 費 4,700 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上
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起 債 の 目 的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償 還 の 方 法

環 境 施 設 整 備 費 1,706,000

普通貸借又は証 
券発行（他の地方
公共団体との共
同発行を含む。）
による。証券発
行の場合の発行
価格は，額面100
円につき98円以
上とする。

9.0以内
（ただし，利率見直
し方式で借り入れる
公的資金について，
利率の見直しを行っ
た後においては，当
該見直し後の利率）

起債年度から据置期 
間を含め30年以内に
元利均等その他の方
法により償還する。
ただし，融通条件又
は財政の都合により，
償還年限を短縮し，
又は借り換えること
ができる。

商工業振興施設整備費 130,400 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

観 光 施 設 整 備 費 175,800 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

林 道 整 備 費 3,700 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

農 業 用 施 設 整 備 費 316,700 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

トイレ洋式化推進事業費 11,400 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

公共交通施設等整備費 70,800 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

住 宅 建 設 費 1,494,800 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

道 路 整 備 費 8,384,700 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

自転車等駐車場建設費 461,800 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

市 街 灯 整 備 費 248,700 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

都市計画街路事業費 1,999,700 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

公 園 整 備 費 1,491,200 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

街 路 緑 化 費 36,700 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

河 川 改 修 費 229,200 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

消 防 施 設 整 備 費 1,180,900 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

適応指導施設整備費 96,900 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

学 校 建 設 費 6,602,700 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上
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起 債 の 目 的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償 還 の 方 法

学校屋外照明整備費 36,900

普通貸借又は証 
券発行（他の地方
公共団体との共
同発行を含む。）
による。証券発
行の場合の発行
価格は，額面100
円につき98円以
上とする。

9.0以内
（ただし，利率見直
し方式で借り入れる
公的資金について，
利率の見直しを行っ
た後においては，当
該見直し後の利率）

起債年度から据置期 
間を含め30年以内に
元利均等その他の方
法により償還する。
ただし，融通条件又
は財政の都合により，
償還年限を短縮し，
又は借り換えること
ができる。

せんだいメディアテーク
整 備 費 24,100 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

博 物 館 整 備 費 130,400 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

科 学 館 整 備 費 116,800 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

文 化 財 保 存 事 業 費 10,100 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

市民センター建設費 204,100 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

給食センター整備費 52,900 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

農林施設災害復旧費 300,000 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

土木施設災害復旧費 300,000 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

庁 舎 等 災 害 復 旧 費 779,200 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

高速鉄道事業出資金 498,000 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

水 道 事 業 出 資 金 574,100 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

臨 時 財 政 対 策 18,600,000 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

合　　　　計 51,757,400
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第 15 号議案

令和 2年度仙台市都市改造事業特別会計予算

令和 2 年度仙台市の都市改造事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ3,295,070千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表　歳入歳出予算」による。
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第 16 号議案

令和 2年度仙台市国民健康保険事業
特別会計予算

令和 2 年度仙台市の国民健康保険事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ90,183,649千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 2 条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間 

及び限度額は，「第 2 表　債務負担行為」による。

（歳出予算の流用）

第 3 条　地方自治法第220条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用 

することができる場合は，次のとおりと定める。

⑴　第 2 款保険給付費の各項に計上した保険給付に要する経費に係る予算額に過不足を生じ 

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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第 2 表

債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

市税・国民健康保険料等催告センター事業 令和 3 年度から令和 5 年度まで
千円

353,000

国 民 健 康 保 険 シ ス テ ム 再 構 築 ・ 運 用 事 業 令和 3 年度から令和10年度まで 2,136,000

国民健康保険料当初納入通知書作成・送付 令和 3 年度から令和 6 年度まで 30,400
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第 17 号議案

令和 2年度仙台市中央卸売市場事業
特別会計予算

令和 2 年度仙台市の中央卸売市場事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ4,209,638千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 2 条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間 

及び限度額は，「第 2 表　債務負担行為」による。

（市　　債）

第 3 条　地方自治法第230条第 1 項の規定により起こすことができる市債の起債の目的，限度 

額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第 3 表　市債」による。
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第 2 表

債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

本 場 運 営 令 和 3 年 度
千円

85,100

第 3 表

市　　　　　　　債

起 債 の 目 的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償 還 の 方 法

本 場 事 業 費

千円

692,500

普通貸借又は証 
券発行（他の地方
公共団体との共
同発行を含む。）
による。証券発
行の場合の発行
価格は，額面100
円につき98円以
上とする。

％
9.0以内

（ただし，利率見直
し方式で借り入れる
公的資金について，
利率の見直しを行っ
た後においては，当
該見直し後の利率）

起債年度から据置期 
間を含め30年以内に
元利均等その他の方
法により償還する。
ただし，融通条件又
は財政の都合により，
償還年限を短縮し，
又は借り換えること
ができる。

食 肉 市 場 事 業 費 840,600 同　　　　上 同　　　　上 同　　　　上

合　　　　計 1,533,100 
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第 18 号議案

令和 2年度仙台市公共用地先行取得事業
特別会計予算

令和 2 年度仙台市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ1,430,374千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表　歳入歳出予算」による。
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第 19 号議案

令和 2年度仙台市駐車場事業特別会計予算

令和 2 年度仙台市の駐車場事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ252,815千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表　歳入歳出予算」による。
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第 20 号議案

令和 2年度仙台市公債管理特別会計予算

令和 2 年度仙台市の公債管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ115,746,496千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表　歳入歳出予算」による。

（市　　債）

第 2 条　地方自治法第230条第 1 項の規定により起こすことができる市債の起債の目的，限度 

額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第 2 表　市債」による。
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第 2 表

市　　　　　　　債

起 債 の 目 的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償 還 の 方 法

借 換

千円

32,682,700

普通貸借又は証 
券発行（他の地方
公共団体との共
同発行を含む。）
による。証券発
行の場合の発行
価格は，額面100
円につき98円以
上とする。

％

9.0以内

起債年度から据置期 
間を含め25年以内に
元利均等その他の方
法により償還する。
ただし，融通条件又
は財政の都合により，
償還年限を短縮し，
又は借り換えること
ができる。
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第 21 号議案

令和 2年度仙台市母子父子寡婦福祉資金貸付事業
特別会計予算

令和 2 年度仙台市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は，次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ97,936千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表　歳入歳出予算」による。
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第 22 号議案

令和 2年度仙台市新墓園事業特別会計予算

令和 2 年度仙台市の新墓園事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ776,444千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表　歳入歳出予算」による。

（市　　債）

第 2 条　地方自治法第230条第 1 項の規定により起こすことができる市債の起債の目的，限度 

額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第 2 表　市債」による。
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第 2 表

市　　　　　　　債

起 債 の 目 的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償 還 の 方 法

墓 園 整 備 費

千円

180,000

普通貸借又は証 
券発行（他の地方
公共団体との共
同発行を含む。）
による。証券発
行の場合の発行
価格は，額面100
円につき98円以
上とする。

％
9.0以内

（ただし，利率見直
し方式で借り入れる
公的資金について，
利率の見直しを行っ
た後においては，当
該見直し後の利率）

起債年度から据置期 
間を含め30年以内に
元利均等その他の方
法により償還する。
ただし，融通条件又
は財政の都合により，
償還年限を短縮し，
又は借り換えること
ができる。
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第 23 号議案

令和 2年度仙台市介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度仙台市の介護保険事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ78,264,549千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 2 条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間 

及び限度額は，「第 2 表　債務負担行為」による。

（歳出予算の流用）

第 3 条　地方自治法第220条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用 

することができる場合は，次のとおりと定める。

⑴　第 2 款保険給付費の各項に計上した保険給付に要する経費に係る予算額に過不足を生じ 

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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第 2 表

債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

市税・国民健康保険料等催告センター事業 令和 3 年度から令和 5 年度まで
千円

121,000

介 護 保 険 事 業 事 務 機 器 賃 借 令和 3 年度から令和 7 年度まで 15,600
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第 24 号議案

令和 2年度仙台市後期高齢者医療事業
特別会計予算

令和 2 年度仙台市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ12,120,324千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第 1 表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 2 条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間 

及び限度額は，「第 2 表　債務負担行為」による。
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第 2 表

債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

後期高齢者医療システム再構築・運用事業 令和 3 年度から令和10年度まで
千円

839,000
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第 25 号議案

令和 2年度仙台市下水道事業会計予算

（総　則）

第 1 条　令和 2 年度仙台市下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条　業務の予定量は，次のとおりとする。

　（1）　汚 水 処 理 戸 数� 519,200戸　

　（2）　年間総汚水処理水量� 132,340千㎥

　（3）　１日平均汚水処理水量� 363千㎥

　（4）　主要な建設改良事業

　　　　　管 き ょ 建 設 費 � 8,577,033千円

　　　　　ポ ン プ 場 建 設 費 � 2,107,545千円

　　　　　処 理 場 建 設 費 � 1,619,686千円

（収益的収入及び支出）

第 3 条　収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収　　　　　入
　第 1 款　下 水 道 事 業 収 益� 37,555,072千円

　　第 1 項　営 　 業 　 収 　 益� 25,036,090千円

　　第 2 項　営　業　外　収　益� 11,824,406千円

　　第 3 項　特 　 別 　 利 　 益� 694,576千円

支　　　　　出
　第 1 款　下 水 道 事 業 費 用� 35,074,831千円

　　第 1 項　営 　 業 　 費 　 用 � 30,563,812千円

　　第 2 項　営　業　外　費　用� 3,483,667千円

　　第 3 項　特 　 別 　 損 　 失� 977,352千円

　　第 4 項　予　　　備　　　費� 50,000千円
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（資本的収入及び支出）

第 4 条　資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額13,458,134千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額577,488千

円，過年度分損益勘定留保資金6,447,708千円及び当年度分損益勘定留保資金6,432,938千円で補

てんするものとする。）。

収　　　　　入
　第 1 款　資　本　的　収　入� 19,929,278千円

　　第 1 項　企 　 　 業 　 　 債 � 15,426,100千円

　　第 2 項　国　庫　支　出　金� 3,453,520千円

　　第 3 項　固定資産売却代金� 1,477千円

　　第 4 項　他 会 計 負 担 金� 14,022千円

　　第 5 項　他 会 計 出 資 金� 666,138千円

　　第 6 項　負　　　担　　　金� 6,157千円

　　第 7 項　その他資本的収入� 361,864千円

支　　　　　出
　第 1 款　資　本　的　支　出� 33,387,412千円

　　第 1 項　建　設　改　良　費� 13,651,891千円

　　第 2 項　企 業 債 償 還 金� 19,711,264千円

　　第 3 項　その他資本的支出� 24,257千円

（債務負担行為）

第 5 条　債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

		  事　　項	 期　　間	 限　度　額

　（1）　水洗便所改造資金利子補給	 令和 3 年度から令和 5 年度まで� 1,300千円

　（2）　水洗便所改造資金損失補償	 令和 2 年度から令和 6 年度まで� 7,000千円

　（3）　下 水 道 建 設 事 業	 令和 3 年度から令和 6 年度まで� 10,021,000千円
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（企業債）

第 6 条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

　　　起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（1）	 公共下水道
	 事 業

8,188,800千円 普通貸借又は
証券発行によ
る。証券発行
の場合の発行
価格は，額面
100 円につき
98 円以上と
する。

9 . 0 ％以内（ただ
し，利率見直し方式
で借り入れる公的資
金について，利率の
見直しを行った後に
おいては，当該見直
し後の利率）

起債年度から据置期間
を含め 40 年以内に元
利均等その他の方法に
より償還する。ただ
し，融通条件又は財政
の都合により，償還年
限を短縮し，又は借り
換えることができる。

（2）	 農 業 集 落
	 排 水 事 業

97,800千円 同　上 同　　　上 同　　　　上

（3）	 浄化槽事業 110,900千円 同　上 同　　　上 同　　　　上

（4）	 借 換 債 1,728,600千円 同　上 同　　　上 同　　　　上

（5）	 資 本 費
	 平 準 化 債

5,300,000千円 同　上 同　　　上 同　　　　上

（一時借入金）

第 7 条　一時借入金の限度額は，5,000,000千円とする。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 8 条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

　（1）�　第 1 款下水道事業費用のうち第 1 項営業費用，第 2 項営業外費用，第 3 項特別損失に係

る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 9 条　次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又 

はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

　（1）�　職　員　給　与　費� 2,188,154千円

（他会計からの補助金）

第10条　下水道事業の雨水処理費等に充当するため，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

は，8,271,800千円である。

（たな卸資産の購入限度額）

第11条　たな卸資産の購入限度額は，30,000千円と定める。
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